
協議第45号 

 

 

 

 

   地域自治区等の設置について（協定項目24） 

 

 

 地域自治区等の設置について、次のとおり提案する。 
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 市町村の合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号。以下「法」とい

う。）第23条第１項の規定に基づき、合併前の藤沢町の区域に「地域自治区」

を設置する。 

 なお、法第23条及び第24条の規定に基づき合併関係市町村の協議により定め

る事項及びその他必要な事項については、「地域自治区の設置に関する協議書」

による。 

 





地域自治区の設置に関する協議書（案） 

 

 市町村の合併の特例に関する法律（平成 16 年法律第 59 号。以下「法」という。）第 23

条及び第 24 条に規定する合併関係市町村の協議により定める事項その他必要な事項につ

いて、次のとおり定めるものとする。 

記 

 （設置） 

第１条 法第 23 条第１項の規定に基づき、合併前の藤沢町の区域（以下「藤沢地域」とい

う。）に地域自治区を設置する。 

 （名称） 

第２条 地域自治区の名称は、藤沢町とする。 

 （設置期間） 

第３条 地域自治区の設置期間（以下「設置期間」という。）は、合併の日から１年を経

過した後の最初の３月 31 日までとする。 

 （事務所の位置、名称及び所管区域） 

第４条 地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。 

位  置 名  称 所管区域 

東磐井郡藤沢町藤沢字町裏 187 番地 一関市役所藤沢支所 藤沢地域 

 （地域自治区の区長） 

第５条 地域自治区に、設置期間の間、特別職の区長を置く。 

２ 区長の任期は、選任の日から設置期間の末日までとする。 

 （地域協議会） 

第６条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 202 条の５に規定する地域協議会の構成

員（以下「委員」という。）は、15 名以内とする。 

２ 委員は、藤沢地域内に住所を有するもので、次に掲げるもののうちから、市長が選任

する。 

   公共的団体から推薦された者 

   学識経験を有する者 

   公募に応じた者 

３ 委員の任期は、選任の日から設置期間の末日までとする。ただし，補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員には報酬を支給しない。 

 （地域協議会の会長及び副会長） 

第７条 地域協議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長又は副会長が次の各号のいずれかに該当するときは、地域協議会における出席委

員の過半数の議決により解任することができる。 

   心身の故障のため職務を行うことができないとき。 

   職務上の義務違反があったとき。 

（地域協議会の権限） 

第８条 地方自治法第 202 条の７第２項に規定する市町村の施策に関する重要事項は、次
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に掲げる事項とする。 

   各種地域計画に関する事項 

   公の施設の設置、廃止及び管理運営に関する事項  

   その他藤沢地域に係る重要な事項 

（地域協議会の会議） 

第９条 地域協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会長は、会議の議長となる。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明

を求めることができる。 

６ 会議は、原則として公開とする。 

 （地域協議会の庶務） 

第 10 条 地域協議会の庶務は、地域自治区の事務所において処理するものとする。 

 （委任） 

第 11 条 この協議書に定めるもののほか、地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 
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合
併
特
例
法
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づ
く
地
域
自
治
区
の
概
要
 

  
 

法
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内
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拠
法
令
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併
特
例
法
 

2
.目
的
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新
市
の
運
営
に
対
し
、
地
域
住
民
の
意
見
を
反
映
 
 
 
 
 
合
併
に
対
す
る
住
民
不
安
の
解
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住
民
自
治
の
強
化
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住
民
と
の
協
働
の
推
進
 

3
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し
 

4
.設
置
区
域
 

 
１
又
は
２
以
上
の
旧
市
町
村
単
位
 
※
一
部
の
地
域
の
み
設
置
可
 

 
藤
沢
町
の
区
域
に
設
置
 

5
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置
期
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合
併
関
係
市
町
村
の
協
議
で
定
め
る
。
 

 
合
併
の
日
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１
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を
経
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し
た
後
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最
初
の
３
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31
日
ま
で
。
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域
協
議
会
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限
 

 
 
以
下
の
事
項
で
、
市
町
村
長
に
諮
問
さ
れ
た
も
の
又
は
必
要
と
認
め
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し
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を
述
べ
る
。
 

 
①
 
地
域
自
治
区
の
事
務
所
が
所
掌
す
る
事
務
に
関
す
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事
項
 

 
②
 
地
域
自
治
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の
区
域
に
係
る
事
務
に
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事
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。
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。
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。
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7
.地
域
協
議
会
委
員
 

 
地
域
自
治
区
の
区
域
内
に
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す
る
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の
う
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、
市
町
村
長
が
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す
る
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任
期
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四
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内
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例
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め
る
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す
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。
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沢
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に
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す
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が
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任
す
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①
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共
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団
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②
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経
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を
有
す
る
者
 

 
③
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応
じ
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任
期
は
、
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地
域
自
治
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に
事
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長
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く
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務
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区
長
を
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く
。
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9
.区
長
の
任
期
 

 
区
長
（
特
別
職
）
を
置
い
た
場
合
、
２
年
以
内
で
合
併
関
係
市
町
村
の
協
議

で
定
め
る
。
 

 
選
任
の
日
か
ら
設
置
期
間
の
末
日
ま
で
。
 

1
0.
住
所
の
表
示
 

 
住
所
の
表
示
に
は
、
地
域
自
治
区
の
名
称
を
冠
す
る
。
（
「
○
○
区
」
の
ほ

か
、
「
○
○
町
」
、
「
○
○
村
」
と
称
す
る
こ
と
も
可
能
。
）
 

 
自
治
区
名
の
名
称
は
「
藤
沢
町
」
と
し
、
住
所
の
表
示
は
、
一
関
市
藤

沢
町
（
以
下
、
現
在
の
住
所
の
表
示
に
同
じ
）
と
す
る
。
 

1
1.
報
酬
 

委
員
：
無
報
酬
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
 

特
別
職
の
区
長
を
設
置
し
た
場
合
：
報
酬
あ
り
 

委
員
：
報
酬
な
し
（
た
だ
し
、
費
用
弁
償
あ
り
）
 

区
長
：
報
酬
あ
り
 

  

地
域
自
治
区
の
イ
メ
ー
ジ
図
 

           

連
 携
 
 
 
 庶
務
を
処
理
 

地
域
自
治
区
（藤
沢
町
） 

事
務
所
（藤
沢
支
所
） 

・
区
長
（
常
勤
の
特
別
職
）
を
置
く
。
 

・
窓
口
業
務
な
ど
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
。
 

・
地
域
協
議
会
の
事
務
局
を
担
う
。
 

住 民
行
政
サ
ー
ビ
ス
 

選
任
 

諮
問
 

意
見
 

区
長
選
任
 

指
揮
監
督
 

市 長

藤
沢
地
域
協
議
会
 

・
藤
沢
地
域
の
課
題
や
藤
沢
地
域
に
係

る
市
の
施
策
に
つ
い
て
審
議
し
、
市

長
に
意
見
を
述
べ
る
。
 

協
働
に
よ
る
 

地
域
づ
く
り
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